
１　公告番号　　新潟市契約公告第２７号

２　件　　名　　新潟市物品委託電子入札システム導入及び運用管理業務

 上記案件につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

No. システム区分 ドキュメント ページ番号 質問内容 回答

1 共通
システム運用保守に
関する体制調書

P1
１技術スタッフ数について、クラウドサービスとして非公表
にしている場合は未記入でもよろしいでしょうか？

空欄とせず記載してください。
通常、案件に対し技術者のアサインは契約締結後となります
ので、「技術スタッフ」は当該業務専従者ではなく貴社所属
の全技術者数を記載します。
「常時対応可能なスタッフ数」は概算で結構ですので必ず記
載してください。

2 共通
システム運用保守に
関する体制調書

P1

１※保守業務を第三者に委託する場合は、委託先の情報につ
いて記載すること。とありますが、業務の一部を第三者へ委
託する場合、および複数社へ委託する場合は、１の表を会社
単位で記入すればよろしいでしょうか？

業務上再委託が必要な場合は、１の表に当該複数事業者の各
種情報を統合して記載してください。
（例）技術スタッフ数＝12人（3社合計）

3 共通 企業概要 P1
業務の一部を第三者へ委託する場合、および複数社へ委託す
る場合は、本紙を会社単位で記入すればよろしいでしょう
か？

本様式は、入札参加事業者自体の情報を記載してください。
再委託予定事業者の分をご用意いただく必要はありません。

4 共通 仕様書 P2

令和８年１月稼働開始後の各システムの利用スケジュールに
つきまして、始めに入札参加資格申請機能にてR8・9年度名簿
の受付を行い、業者管理機能にて認定、名簿を作成した後
に、事務支援・電子入札・情報公開機能にて案件登録業務を
開始する認識でよろしいでしょうか。

入札参加資格者名簿については、本市管理の名簿データ
（CSV)からの一括登録により新環境上に登録する予定でおり
ますので、システム稼働開始時に名簿の受付を行う予定はあ
りません。
案件登録業務から開始する予定です。

5 電子入札 仕様書 P4
Ⅳ①実機を利用した。。。とありますが、実機は新潟市様に
て準備いただける認識でよろしいでしょうか？

ご認識のとおりです。

6 共通 仕様書 P5
事業者向け説明会の回数は３回と記載がありますが、システ
ムごとの内訳をご提示願います。

内訳は未定です。
内訳等の詳細については、受託者決定後本市と協議のうえ後
日決定します。

7 共通 仕様書 P7
Ⅳ②外部システム連携にて、本市の財務会計システムなどあ
りますが、現在想定できる連携システム、連携データの種類
を全てお教え願います。

現時点で想定しているのは財務会計システムのみです。
連携データの拡張子はCSVないしエクセルを想定しています。
データレイアウト等については把握している限りで契約締結
後に共有します。
なお、No.13に関連しての補足ですが、本要件については、受
託者に技術的支援を求めるもので、マイルストーンを設定の
うえ成果物を求める性質のものではありません。
連携環境構築の主体は本あくまで市であると位置づけており
ます。
従って、カスタマイズ・代替提案に相当するような追加コス
トを多額に要する性質の要件ではないとの認識です。

質疑回答書



8 電子入札 仕様書 P8
契約初年度の電子入札システムの予定調達件数をご教示願い
ます。

契約初年度（令和8年1月～3月予定）は、物品約500件、役務
約200件の調達を見込んでいます。

9 共通 仕様書 P11
13.データセンタⅠ①ISMAP認定の代替としてISO27001の認証
取得で対応可能か？

両者は別種の認証資格であるため、代替足りえません。
例えばAWSなどのパブリッククラウド環境上でサービスインフ
ラを構築している場合は①が必須です（AWS側に）。
ただし、プライベートクラウド環境においては記載のとおり
ISMAPは必要とせず、ファシリティスタンダード「相当」の機
能・設備を有していることが条件となります。

10 共通
機能証明書１．電子
入札関係

「１．電子入札関係」は工事・コンサルのシステム機能のみ
に存在し、物品・役務のシステム機能で対応していない項目
もございますが、工事・コンサルで機能要件を満たしていれ
ば「○」として問題ないでしょうか。

問題ありません。

11 申請受付
機能証明書３．入札
参加資格申請関係
No.5（135行目）

No.2と機能要件が同一の内容となっておりますが、記載誤り
でしょうか。機能要件としては、業者側でパスワードの更新
が可能であることで間違いありませんでしょうか。

お見込みのとおりです。

12 その他
①プレゼン、デモ時の時間配分について各項目の時間枠（デ
モ約30分、プレゼン約40分）は繰越可能でしょうか。
→（例）デモ約20分、プレゼン約50分など

繰越はできません。
システムの視認性、操作感、処理の簡便性・迅速性は評価の
重要なポイントですので規定の時間でのアピールをお願いし
ます。

13 その他

②本件、ノンカスタマイズでのご提案となりますため、機能
要件でカスタマイズ・代替提案にて対応が必要な項目につき
ましては、本見積に金額を含めず、今後提案が可能であるか
否かを確認する旨の確認という位置づけの質問と捉えており
ますが、認識に相違ないでしょうか。

本市が求めるシステムは、「仕様書」及び「要求機能一覧」
に列記の条件を満たしたものですので、カスタマイズ・代替
提案での対応が必要となる項目がある場合は、当然本見積に
おいてはカスタマイズ及び代替提案を含む積算をお願いしま
す。


